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本準備書 面は ，被告 国 におい て，従 前 の原告 らの主張 に対 し未反論 であ った もの

に対 し，必 要 と認 め る範 囲で反論す るものであ る。

なお，略語 について は，本準備 書面で新 たに用い る ものの ほかは，従前 の例 に よ

る。

第1津 波評価 技術 に関す る原 告 らの主 張に理 由が ない こと

1津 波評価 技術 における波源の設 定 を北側 にのみ ず らして設定す る ことにつ い

て，合理 的理 由が ない との批判 が当た らない こと

（1）原告 らの主張

原 告 らは，津波評 価技術 は明治三 陸地震や 慶長三 陸地震 に基づ く基準断層

モ デル の位置 を北側 にのみず らして波源 を設 定 してお り， これ を南側 にず ら

して波源 を設 定 しない合理 的 な理 由 を示 してい ない 旨主 張す る （原告 ら準備

書面 （10）第5の3（3） ・39ペ ー ジ）。

（2）被告 国の 反論

原告 らの上記主 張の うち，津波評価 技術 が明治 三陸地震 に基づ く基準 断層

モデル を 「北 にのみず らして （中略）南 にず ら して想 定 しない」 旨の非難 をす

る点 につい ては，津波評 価技術 は，基準断層 モデル を既往 津波の断層位置 よ

り南 に も移動 させ てパ ラメー タス タデ ィを実施 してい るた め，前提 を誤 っ た

主張で ある。

す なわ ち，津波評価 技術 において は，明治三陸地震 に基づ く基準 断層 モデ

ル につい て概 略パ ラメー タス タデ ィを行 うに当た り，既往津波 の断層位 置 に

基準断層 モデル を設定 した場 合の最 大水位 上昇量 と，そ の設 定位置 か ら萩原

マ ップのG2領 域 に対応す る範囲 内で南北 にモデル を逐次移動 させ た場合 の

最大水位 上昇量 の双方 を計 算 して い るので あって，そ もそ も，基 準断層モデ

ル の位置 を既往津波 に対応 す る断層位 置か ら北方 にのみ移動 させ た とす る原

告 らの理 解 自体 が誤 った もの であ る。 このこ とは， 甲A第26号 証 の3・2

一3一



一179ペ ー ジ図3 ．2．2－1の 左 下 （「＜1896年 明治 三 陸地震 ＞」

と記載 され た もの）と，同号証 の3・2－180ペ ー ジ図3．2．2－2右

上 （「位置移動 に よる最大水位 上昇 量の変化例 （領域3） 」 と記載 され た もの）

を見比べれ ば明 らかであ る。

なお ，慶長 三陸地震 に基づ く断層 モデル につ いては， 甲A第26号 証 の3

・2－179ペ ー ジ図3 ．2．2－1の 右 下 （「〈1611年 慶長 三 陸地震

〉」 と記載 され た もの）と， 同号証 の3・2－180ペ ー ジ図3．2．2－

2左 下 （「位 置移 動 に よる最 大水位 上昇 量 の変化 例 （領 域4） 」 と記 載 された

もの）を見 比べれ ば分 か る よ うに，そ もそ も既往 津波 の 断層位 置 が，萩原 マ

ップのG2領 域 の南 限位 置 であ るこ とか ら，北側 のみ に移 動 させ てい るもの

で あ る。

そ して，津波評価技術 が上記 の範 囲を超 えて よ り南方 に波源 の位置 を設定

しなかった理 由について は，第6回 津波評価部 会 にお け る質疑 か ら明 らか な

よ うに， 当該波源 を萩 原マ ップに基づ いて設 定 し， 同マ ップ の南 限 を超 える

と異 な る性質 の地震 が発生 す る と解 釈 され ていた か らに ほかな らない （甲A

第31号 証4ペ ー ジ）。そ うした解 釈 は， 固有 地震説 とい う当時 の地 震学 の

通説 や，福 島県沖海 溝沿 い領域 で は， これ よ り北部 の三陸沖や南 部の房総沖

と異 な り，過去 に大 きな津波 を伴 う地震 が起 きてい なか った こと，いわ ゆる

津 波地震 が発 生す る場所 は限 定 され る と考 え られ てい た こ と （甲A第26号

証 の3・2－26な い し2－30ペ ー ジ）な どの地 震学 的知 見 に よ り裏付 け

られて い る。

この よ うに，原告 らの上記 （1）の主 張には理 由が ない。

2平 成18年 耐震設計審査 指針が ，地 震動 につ いて後期 更新世 以降の もの を考

慮 しているに もかかわ らず ，津波評価 技術で は過去数百 年の津 波 しか考慮 して

いな い との批判は 当た らな いこと

（D原 告 らの主張
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原 告 らは，平成18年9． 月19日 ，原子力安全 委員会 に よ り 「発電用原 子

炉施設 に関す る耐震設 計審査 指針 」が改訂 され ， 「極 めてまれ では あるが発

生す る可能性 があ る と想 定す る ことが適切 な津 波 によって も，施設 の安 全機

能が重大 な影 響 を受け るおそれ がない こ と」 を 「十分考慮 した うえで設 計 さ

れ なけれ ば な らない」と規定 され たが，地震 動 につ いては後期更新世 以降 （1

3万 年 前 ない し12万 年前）が考慮 され てい るこ とな どに鑑 みれ ば ，津 波 に

つ いて も，津波評価 技術 の よ うに過 去数 百年 の津波 のみ を考慮す るので はな

く，津波 を地震 随伴事象 として と らえる新耐震 設計審査指針 の考 え方 か らす

れ ば，少 な くとも想 定すべ き地震 と同等 の歴 史的 な評価 対象期 間 （スパ ン）で

想 定す べ きであ った 旨主張す る （原告 ら準備書 面 （11）第2の3（3） ウ （カ）c（b）

・44ペ ー ジ）。

（2）被 告 国の反論

原 告 らの上記 （1）の主 張 は，本件 にお いて 問題 とな ってい るプ レー ト間地

震 と，プ レー ト内地震 のそれ ぞれ の発生 メカニ ズムや 再来間 隔等 の違 い を理

解 してい ない上，それ らの違 い を踏 まえて策定 され た平成18年 耐 震設 計審

査指針 の 内容 をも正解 しない もの であ る。

す なわ ち，地震 は，発 生 メカニ ズム に着 目して，プ レー ト間地震 （海 溝型

地 震 と もい う。） と， プ レー ト内地震 （これ に は， 陸側 プ レー ト内地震 と海

側 プ レー ト内地震 とがあ る。 ）とに大別 され るが （被告 国第2準 備書 面第3の

1（1）ア ・25，26ペ ー ジ），平成18年 耐震設 計審査指針 におい ては，後

者 のプ レー ト内地震 の原 因 とな る活 断層 の うち， 「耐震 設計 上考慮 す る活 断

層 」 は ， 「後期 更新 世 以降 の活動 が否 定で きない もの」 とされ （丙A第10

号証 の2・4ペ ー ジ）， トレンチ調査 等 に よ りその活動性 を確認 す るこ とと

され てい る（丙B第80号 証5ペ ー ジ）。

これ に対 し，平成18年 耐震設計審査 指針 にお いて は，前者 のプ レー ト間

地震 につ いて は，「プ レー ト間地震 は，活動 間隔が数 百年以 内の ものが多 く，

一5一



歴史記録 か ら地震規模や 震源領域 を推定す るこ とが可能 であ る場合 が多いた

め，歴 史記録 等 を検討す る こと。 また，歴 史記録 が存在 しない場合 で も，古

地震 学 的調 査や 考 古学 的調 査等 の資料 等 を検討 す るこ と。」 （同号証6ペ ー

ジ）とされ てい る。

この よ うに，平成18年 耐震設 計審査指針 等 にお いては，プ レー ト間地震

とプ レー ト内地震 の地震発生 メカ ニズムや 再来 間隔等 が異な る ことを踏 まえ

て，それぞれ に必要 とな る調 査事項 が示 されてい る ところで あ り，プ レー ト

内地震 につ いて地質学 的調査 等か ら断層 の活動性 を検討 す るのに十分 な調査

期 間が過去12万 年前 ない し13万 年前 とされ てい るか らといって， プ レー

ト間地震 の発 生可能性 について も同 じ期 間 の検討 が必要で あ るとい う合理 的

な理 由は全 くない。

したがって，原告 らの上記 （1）の主 張は，失 当 とい うほか ない。

第24省 庁報告 書 を根拠 に福島第一発 電所のO．P． ＋10メ ー トルの敷 地高 を

超 える津波 を予見 し得 た との原告 らの主張 に理 由がな い こと

1原 告 らの主張

原告 らは，4省 庁報 告書 の幾何 平均 は1．26で あ るか ら，数値計 算結果 （津

波 高 さ）は過 小 に算定 され てい る傾 向があ る し， また，幾何 分散 が1．49で

あ るこ とか らす る と，約6分 の1の 確率 で沖合地点 にO．P． ＋10メ ー トル

を超 える津波 が襲 来す る可能性 が あ り，沿岸 に到達す るこ とに よって 当然 に津

波高 さは増幅 され るな どと主張す る （原 告 ら準備書 面 （50）第1の3（1） イ （ア）・

6，7ペ ー ジ）。

また，原告 らは，4省 庁報 告書 に よる津波推計 に際 しては ，沿岸 部 まで一律

に600メ ー トル格子 の計算 方法 が採 用 され ，かつ，陸上へ の遡 上計算 はな さ

れ てお らず ， あ くまで沿岸部 の沖合 に到達す る津 波高 さの推計 がな され てい る

ものであって， （中略）沖合 にお け る平均値 でO．P． ＋6．8～6．4メ ー ト
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ル ，最 大値 でO．P． ＋8．6～8．4メ ー トル の津波 高 さの推計結 果 は，福

島第一原 子力発電 所 の主要建屋 の所在す る0．P． ＋10メ ー トル盤 に遡上す

る津波 の襲 来 が あ り得 る こ とを示す もの とい え るな どと主張す る （原告 ら準備

書 面 （53）第3の2（4） イ ・37な い し39ペ ー ジ）。

2被 告 国の反論

（1）4省 庁報 告書 において は，既往 津波の再現 計算 によって得 られ た幾何 平均

と同様 な意 味 を持 つ平均倍率＊11．24を ，想 定地震 に基 づ く津波数値 計算

で得 られ た各地点 の津波 高 さに乗 じるこ とに よって補正 してい るの であ るか

ら，幾何 平 均 に関す る原 告 らの指摘 は 当た らない （甲A第25号 証 の1・1

89，203ペ ー ジ，第25号 証 の2・91ペ ー ジ）。

（2）また，4省 庁 報告書 において は，幾何 分散＊2は，計算結 果 にば らつ きが あ

り，精度 が十分 でない こ とを示す た めの参 考値 として用 い られてい るにす ぎ

ず ，想 定地震 に基 づ く数値計算結果 に直接適 用 して，津波 高 さを予測す るこ

とは予定 され てい ない。4省 庁報 告書 にお いて ， 「ここでの結果 は津波 防災

計画策 定の一指標 とな る ものであ るが，広域 を対象 と した数値 解析 を実施 し

たため，計算手 法や地形近似 が一部簡略化 され ている。 そのた め，結果 のバ

ラツキ を示す 幾何 分散 の値 が時に は1．8に なるな ど，個 々 の地点 の津波高

を対象 とす るには精度 が十分 でない場合 も含 まれ てい る。 したがって，本調

＊1「 平均倍率」 とは，各地点 にお ける痕 跡高 と計算値 の比 （Ki： 倍 率＝痕跡 高／ 計算値）の相加

平 均 （全 て を単純 に足 し合 わせ て，個数 で割 った もの）であ り（4省 庁報 告書 〔甲A第25号 証 の

1〕188ペ ー ジの式 （1））， 「幾何平均 」 とは，痕 跡高 と計算値 の比 （Ki： 倍 率 ≡痕跡 高／計算

値 ）を全 て掛 け合 わせ て，デ ー タ数 のn乗 根 を取 って得 られ る数値 （相 乗平均 ）で あ り（4省 庁報告

書 〔甲A第25号 証 の1〕188ペ ー ジの式 （2）），いずれ も全デ ー タに関す る計算値 と測定値 の

比 を示す もの。

＊24省 庁報告書 （甲A第25号 証の1）188ペ ー ジの式 （3）参 照。
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査で の比較 は，太 平洋沿岸 での傾 向について概略 の議 論 をす るには有効 であ

って も，個 々の地点で の具体 的 な防災計画 の実施 に対 して は不十 分 な ことが

あ り得 るので注意 が必要 であ る。個 々の地点で の防災計画立案 に際 しては，

もっ と詳 細 な数値 計算 を含 めて十 分 な検討 を行 わ な くては な らない。」 （甲

A第25号 証 の1・211ペ ー ジ。傍 点 は引用者 に よる。）とされ てい るの

も，上記 の ことに沿 うものであ る。

そ して，佐竹教授 の意 見書 （甲A第185号 証）の第3の1（2） イ （11，1

2ペ ー ジ）にお いて も， 「4省 庁報 告書 にお け る概 略計 算 にお け る計算 結果

には不確 か さがあ り， （中略）津 波 による想 定被 害 の評価 にあた っては よ り詳

細 な検討 が必要 であ る」 とされ てい るのであって，4省 庁報 告書 に基 づいた

数値計 算 とい う概略 的な手法 に よ り想定津波 を検討 す るこ と自体 が不適切 と

い うほか ない。

したが って，4省 庁報 告書 に基 づいた数値計算 とい う概 略的な手法 に よ り，

約6分 の1の 確率 で沖合 地点 にO．P． ＋10メ ー トル を超 える津波 が襲 来

す る可能性 が あるな どとす る原告 らの主張 は，理 由が ない。

（3）また，4省 庁報告書 は，海岸線 にお ける津波 高 さを計算す るた め，600

メー トル の計算格子 を設 定す る ことで波源 か ら海岸 線 に至 るまでの津波 の伝

播 をモ デル化 した ものであ り， 沿岸部 の沖合 の津波 高 さを計算 してい るわけ

で はない。す なわ ち，4省 庁報告書 は，波源 か ら海岸 線 まで一律600メ ー

トル の計算格 子 を設定 して数 値計算 を行 った ものであ るが，佐竹教授 がそ の

意見 書 で，fこ の格 子 を用 いた 計算 結果 は600m四 方 （沿岸 に 沿 っての 距

離が600m， かつ沿岸 か ら沖合600mま で）の平均 値で しか ない」 （甲A

第185号 証11ペ ー ジ）と述 べ る よ うに，600メ ー トル の計 算格子 内 の

海底 地形 の高低差 につい ては計算格子 ごとの平均値 を求 めた上 で，津波伝 播

の基礎方程式 に従 って， コン ピュー タに よって波源 か ら計算格子 ご とに連続

的に計算 して津波 高 さの数値計 算結果 を導 いた ものであ る。 この よ うな数値
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計算 の性格 上，計算結 果 としての津波高 さは，600メ ー トル計算格子 にお

ける平均 的 な津波高 さを表す のであ って， 沿岸 部 の沖合 地点での津波 高 さを

示 してい る とい う原告 らの解 釈 は明 らか に誤 って い る （なお，4省 庁報告 書

で は600メ ー トル とい う粗 い計算格 子が用 い られ てい るが，海 岸線 に沿 う

部分 の計算 格子 が600メ ー トル であ ろ うと，5メ ー トル で あろ うと，誤 差

の大小 は異 なる として も，数値計算結 果 として海 岸線 にお ける津波高 さが算

出 され た もので ある こ とに変 わ りはない。）。

この点につい ては，4省 庁報告書 の 「4．5．5津 波傾 向の概 略的把 握」

にお いて，既往津波 高，遠 地地震 津波 最大痕跡 高及び想 定津 波高 の三者 を比

較 し， この うち最 も高い水位 を比較津 波高 と した上 で，比較 津波高 と海岸保

全施 設 の天 端高 を比較 し， 図 一4．16に 色分 け して示 されて い るこ と （甲

A第25号 証の1・211，214ペ ー ジ。 なお， 同号証 の2・145ペ ー

ジ以 下 も参 照）か らして も，数 値計算 に よって算 出 され た想 定津波 高 を海岸

線 にお け る津波高 さと してい る ことは明 らか とい える。

例 えば，大熊町 にお いて は，想 定地震 津波計算 値で あ る6．4メ ー トル ，

既往地震津 波の計算値 で ある3メ ー トル （明治 三陸地震 を基 に算 定 した もの）

及び 既往地 震津波 の実 体調査 結果 であ る4．4メ ー トル （チ リ津波 地震 を原

因 とす る もの）の三者 を比較 し，最 も高 い6．4メ ー トル を比 較津 波高 と し

て，現況施 設高 の範 囲で ある5．5メ ー トル との比較 を行 い，最 高施設高 く

比較 津波 高 との判 定 が され てい る （甲A第25号 証 の1・214ペ ー ジ，同

号証 の2・148ペ ー ジ）。

したがって，原告 らの上記1の 主張は，4省 庁 報告書 にお いて算 出 され た

津波 高 さが，海 岸線 にお ける数値 ではな く，沿岸 部の 沖合地 点にお ける津波

高 さであ る との誤 った理解 を前提 に， この理解 と，津波 が陸上 に遡 上す る過

程 において本来 の津波 高 さを大幅 に超 え る浸水深 をもた らし得 るとの津波 の

一般 的性質 とを結び付 け，沖合地点 での津波 の高 さを想定 した上 で，海岸 線
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に到達 した後 の津波 の遡 上効果 を考慮 してい る点で も誤 ってい る。

（4）以 上の とお り，4省 庁報告書 は福 島第一発 電所の主要建屋 の敷 地高 さ（O．

P． ＋10メ ー トル）を超 える津 波 の到 来 があ り得 るこ とを示 す もの であ る

との原告 らの主張 は，理 由が ない。

第3「 津波浸水 予想 図」 を根 拠に福島第一発 電所のO．P． ＋10メ ー トルの敷

地高 を超 える津波 を予見 し得た との原告 らの主張 に理 由がな いこと

1原 告 らの 主張

原告 らは，平成11年3月 に国土庁 （当時）が作成 した 「津波浸水予測 図」（甲

A第240号 証 の3） におい て，福 島県沿岸 （水 深1キ ロメー トル 地点 の海域 ）

に8メ ー トル の津波 が襲 来 した場合 には，0．P。 十10メ ー トル の敷 地に2

ない し5メ ー トル の浸水深 をもた らす津波 の襲来 があ り得 るこ とが具体的に示

され た と主張す る （原 告 ら準備 書 面 （39）第3の3（1） イ ・40，41ペ ー ジ）。

2被 告 国の反論

（1） 被告 国第14準 備 書面第4の3（2） （43な い し54ペ ー ジ）で主張 した と

お り，そ もそ も， 「津 波浸水 予測 図」 は，福 島県沖 に発 生す る津波 の予見可

能性 を前 提 とした もので はな く，気象 庁の量 的津波予 報 が発せ られ た際に，

その津波 高 に応 じて，沿岸部 の浸水 予想 を提示す るこ とによ り，避 難等の対

応 に役 立て る 目的で示 され た ものであ り， また，浸水 予測 図におけ る津波数

値解析 にお いては，防波堤等 の効果 が考慮 され ていない こと等 か ら，個々 の

地点 にお ける津波 高 さを充分 な精度 をもって把握 で きる ものではないか ら，

「津波浸水予測 図」は，被告 国の予見可能性 を基礎 づ ける もの とは な り得 な

い 。

（2）また，原告 らは， 「津波 浸水 予測図」 の信頼性 は高 い と主張す る （原告 ら準

備 書面 （39）第3の3（2） ・42な い し46ペ ー ジ）が，福 島第一発 電所敷地 の

高低差が 「津波 浸水予測 図」 にお ける遡上計算 において ， どの程度 考慮 され
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て い るか につ いては ，佐 竹教授 も， 「1号 機 か ら4号 機 の ところは敷 地が低

くて，5・6号 機 の ところは高 いに もかかわ らず， 全部 同 じ津波の高 さにな

って い る とい うのが ち ょっ と不 思議 だ な と思い ま した。」 と供述 し（甲A第

188号 証60ペ ー ジ），福 島第一発 電所 の実 際の地形 が正確 に反 映 され て

い ない こ とを指摘 してい る。

この点 に関連 し，福 島第1発 電所1号 機 ない し4号 機 側 の敷 地について見

てみ ると， 下図に示す よ うに，沿岸 の水深1メ ー トル 地点 での津波高が8メ

ー トル の場合 の福 島第 一発電所 の浸 水予測 図 と，1号 機 ない し4号 機 側敷地

の4メ ー トル盤 と10メ ー トル盤 の境 界 を示す 図 を比 較す ると，6メ ー トル

もの高低 差 があ る部分 の境界前後 は大部分， 同一 の浸水深 （黄色 の部分）とな

ってい るこ とか ら，4メ ー トル盤 と10メ ー トル盤 の6メ ー トルの標高差 は，

数値 計 算 の計 算格子 にお け る地 形 のデ ジ タル 化 にお い て は考慮 され てい な

い 。

した が って ， 「津 波浸 水予 測 図」 は個 々 の地 点 にお ける浸水範 囲及 び 浸

水深 を具体 的に特 定 した もの とい えるほ ど，信頼性 が あ るとはい えない。

筋 戸 子tJ発w

＼
4メ ー トル 鼎 と1｛ 〕メー ト」レ盤 の 墳 界
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略称語句使用一覧表

略称 基 本 用 語 使用書面 ペ ー ジ 備考
訴状訂正申立書 平成25年6月10日 付 け訴状訂IE 答弁書

申立書
1

訴状 訴状訂正申立書別添の訴状 答弁書

1

福 島第一発電所 東京電力福島第一原子力発電所 答弁書

2

本件将来請求 請 求 の趣 旨第3項 （2），第4項 （2）及 答弁書
び第5項 （2）の各請求の うち本件訴

訟事実審口頭弁論終結日後の支払を
求める部分 2

被告東電 相被告東京電力株式会社 答弁書

5

福島第一発電所 平成23年3月11日 に被告東電の 答弁書
事故 福島第一発電所において放射性物質

が放出 される事故 5

国会事故調査報 国会 にお ける第三者機 関による調査 答弁書

告書 委員会が発表 した平成24年7月5
日付け報告書 8

INES 国際原子力 ・放射線事象評価尺度 答弁書

11

ソ連 旧 ソ ビエ ト連 邦 答弁書

11

炉規法 核原料物質，核燃料物質及び原子炉 答弁書
の規制に関す る法律

14

原賠法 原子力損害の賠償に関する法律 答弁書

16

原賠審査会 原子力損害賠償紛争審査会 答弁書

16

原賠支援機構 原子力損害賠償支援機構 答弁書

17

中間指針 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
子力発電所事故による原子力損害の
範囲の判定等に関する中間指針 18

中間指針第1次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針追補
（自主的避難等に係 る損害 につい

て） （第 一次追 補） 18
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中間指針第2次 東京電力株式会社福島第一，第二原 答弁書
追補 子力発電所事故による原子力損害の

範囲の判定等に関する中間指針第二
次追補 （政府 による避難 区域等の見
直 し等に係 る損害 について） 26

昭和36年 長期 昭和36年 に原子力委員会が策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関する長期計画」 39

昭和42年 長期 原子力委員会が昭和42年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関する長期計画」 40

最終処分計画 特定放射性廃棄物の最終処分に関す 答弁書
る計画

41

機構 原子力発電環境整備機構 答弁書

41

昭和53年 長期 原子力委員会が昭和53年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関する長期計画」 42

昭和57年 長期 原子力委員会が昭和57年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関する長期計画」 43

昭和62年 長期 原子力委員会が昭和62年 に策定 し 答弁書
計画 た 「原子力の研究，開発及び利用 に

関する長期計画」 43

平成6年 長期計 原子力委員会が平成6年6． 月24日 答弁書
画 に新たな 「原子力の研究，開発及び

利用に関する長期計画」 46

平成12年 長期 原子力委員会が平成12年11月2 答弁書
計画 4日 に新 た な 「原 子力 の研 究， 開発

及び利用に関する長期計画」 47

「長期評価」 三陸沖か ら房総沖 にかけての地震活 答弁書
動の長期評価について

53

政府事故調査中 政府に設置された東京電力福島原子 答弁書
間報告書 力発電所 にお ける事故調査 ・検証委

員会作成の平成23年12月26日
付 け 「中間報告」 55

国賠法 国家賠償法 （昭和22年10月27 答弁書
日法律第125号 ）

57

放射線障害防止 放射性同位元素等による放射線障害 第1準 備書面
法 の防止に関す る法律

5

原災法 原子力災害への対応 を規定 した原子 第1準 備書面
力災害対策特別措置法

5
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省令62号 発電用原子力設備に関する技術基準 第1準 備書面
を定める省令

7

保安院 原子力安全 ・保安院 第1準 備書面

11

JNES 独立行政法人原子力安全基盤機構 第1準 備書面

14

本件設置等許可 福島第一発電所1号 機 については， 第1準 備書面
処分 昭和41年12月1日 ， 同2号 機 に

つ い て は ， 昭 和43年3月29日 ，

同3号 機 につ いて は，昭和45年1

月23日 ，同4号 機 につ いて は，昭

和47年1． 月11日 にそれ ぞれ され

た設置 （変更）許可処分

16

後段規制 設計及び工事の方法の認可から施設 第1準 備書面
定期検査までの規制

17

昭和39年 原子 昭和39年5月27日 に原子力委員 第1準 備書面
炉立地審査指針 会によって策定 された原子炉立地審

査指針

19

昭和45年 安全 昭和45年4月18日 に動力炉安全 第1準 備書面
設計審査指針 基準専門部会によって策定 され 同月

23日 に原子力委員会において も了

承 された 「軽水炉についての安全設

計に関す る審査指針 について」
19

平成13年 安全 昭和45年 安全設計審査指針 は，昭 第1準 備 書面
設計審査指針 和52年6月 にその全面改訂が行わ

れ，平成2年8月30日 付 け原 子 力

安全委員会決定により全面改訂が さ

れ，平成13年3月29日 に国際放

射線防護委員会 による1990年 勧
告を受 けて一部改訂が された

25

平成13年 耐震 平成13年3． 月29日 に改訂 され た 第1準 備書面
設計審査指針 耐震設計審査指針

26

平成18年 耐震 平成18年9． 月19日 ，原子 力安 全 第1準 備書面
設計審査指針 委員会 において，決定 された耐震設

計審査指針
30
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本件地震 平成23年3月11日 の東北地方太 第1準 備書面

平洋沖地震c

35

電気事業法 平成24年 法律第47号 による改正 第2準 備書面
前の電気事業法

1

ク ロロキ ン最 高 最高裁判所平成7年6月23日 第二 第2準 備書面
裁判決 小法廷判決 ・民集49巻6号160

0ペ ー ジ 3

宅建業者最高裁 最高裁 平成元年11月24日 第二小 第2準 備書面
判決 法廷判決 ・民集43巻10号116

9ペ ー ジ 5

本件各判決 宅建業者最高裁判決，クロロキン最 第2準 備書面
高裁判決，筑豊 じん肺最高裁判決及
び関西水俣病最高裁判決 7

ク ロロキ ン最 高 宅建業者最高裁判決及び クロロキン 第2準 備書面
裁判決等 最高裁判決

7

筑豊 じん肺最高 筑豊じん肺最高裁判決及び関西水俣 第2準 備書面
裁判決等 病最高裁判決

7

宅建業法 宅地建物取引業法 第2準 備書面

8

水質二法 公共用水域の水質の保全に関する法 第2準 備書面
律及び工場排水等の規制に関する法
律 13

その他 の規制措 日本薬局方か らの削除や製造の承認 第2準 備書面
置 の取消 しの措置以外の規制措置

16

延宝房総沖地震 慶長 三 陸地震 （1611年 ）及 び1 第2準 備書面
677年11月 の地 震

31

津波評価技術 原子力発電所の津波評価技術 第2準 備書面

33

政府事故調査最 政府に設置された東京電力福島原子 第2準 備書面
終報告書 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会作成の平成24年7月23日 付

け 「最終報告書」

51

貞観津波 西暦869年 に東北地方沿岸 を襲っ 第2準 備書面
た巨大地震によって東北地方 に到来

した とされている津波

54

スマ トラ沖地震 平成16年 イ ン ドネ シアの スマ トラ 第2準 備書面
島沖で発生 した地震

57
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マイア ミ論文 被告東電の原子力技術 ・品質安全部 第2準 備書面
員が平成18年7月 に米国マイア ミ
で開催 された第14回 原子力工学国

際会議で発表した論文
59

女川発電所 東北電力株式会社女川原子力発電所 第2準 備書面

63

浜岡発電所 中部電力株式会社浜岡原子力発電所 第2準 備書面

63

大飯発電所 関西電力株式会社大飯発電所 第2準 備書面

63

泊発電所 北海道電力株式会社泊発電所 第2準 備書面

63

佐竹 ほか （20 平成20年 に刊行 された 「石巻 ・仙 第2準 備書面
08） 台平野における869年 貞観津 波の

数値 シ ミュ レー シ ョン」 （佐竹 健

治 ・行谷佑 一 ・山木滋 ） と題 す る論

文 77

合同WG 総合資源エネルギー調査会原子力安 第2準 備書面
全 ・保安部会耐震 ・構造設計小委員

会 地震 ・津波 ，地 質 ・地盤合 同 ワー

キ ング グルー プ
79

本件各評価書 「耐震設計審査指針の改訂に伴 う東 第2準 備書面

京電力株式会社福島第一原子力発電
所5号 機耐震安全性に係 る中間報告
の評価 について」及び 「耐震設計審

査指針の改訂に伴 う東京電力株式会
社福島第二原子力発電所4号 機耐震
安全性 に係 る中間報告の評価 につい
て 」

’

79

原告ら準備書面 原告 らの2013（ 平成25） 年1 第4準 備書面
（2） 1月7日 付 け準備 書 面 （2）

1

福島第二発電所 被告東電の福島第二原子力発電所 第4準 備書面

11

原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年3 第5準 備書面
（10） 月12日 付 け準備 書 面 （10）

1
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原告 ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年5 第5準 備書面

（13） 月7日 付 け準備 書 面 （13）

1

筑豊 じん肺最高 最 高裁判 所 平成16年4． 月27日 第 第5準 備書面

裁判決 三小法廷判決 ・民集58巻4号10
32ペ ー ジ 39

関西水俣病最高 最高裁判所平成16年10月15日 第5準 備書面

裁判決 第二小法廷判決 ・民集58巻7号1
802ペ ー ジ 40

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年3 第6準 備書面
（11） 月5日 付 け準備 書面 （11）

1

原告ら準備書面 原 告 らの2014（ 平成26） 年5 第6準 備書面
（14） 月7日 付 け準備 書面 （14）

1

安全設計審査指 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第6準 備書面
針 全設計審査指針

55

耐震設計審査指 発電用原子炉施設に関する耐震設計 第6準 備書面
針 審査指針

55

使用停止等処分 平成24年 改正後の炉規法43条 の 第6準 備書面
3の23に 定 める保安のために必要

な措置 79

原告ら準備書面 原告 らの2014（ 平成26） 年1 第7準 備書面

（18） 0．月29日 付 け準備 書 面 （18）

1

事故解析評価 原子炉設置許可処分申請に際して申 第8準 備書面
請者が実施する事故防止対策に係る

解析評価 7

安全評価審査指 発電用軽水型原子炉施設の安全評価 第8準 備書面

針 に関する審査指針
12

起因事象 異常や事故の発端となる事象 第8準 備書面

25

安全系 原子炉施設の重要度の特に高い安全 第8準 備書面

機能を有する系統
26

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年3 第9準 備書面

（21） ．月12日 付 け準備書 面 （21）

1

添 田氏 添田孝史氏 第9準 備書面

1

島崎氏 東京大学教授島崎邦彦氏 第9準 備書面

5

原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年3 第10準 備書面

（22） 月12日 付 け準備 書面 （22）
1
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原告ら準備書面 原 告 らの2015（ 平成27） 年5 第11準 備書面

（23） 月8日 付 け準備 書 面 （23）

1

実用炉規則 実用発電用原子炉の設置，運転等に 第11準 備書面

関する規則
4

設置許可基準規 実用発電用原子炉及びその附属施設 第11準 備書面

則 の位置，構造及び設備の基準に関す

る規則 （平成25年 原子力規制委員

会規則第5号 ） 23

バ ックチ ェ ック 新耐震設計審査指針に照らした既設 第11準 備書面
ノレー ノレ 発電用原子炉施設等の耐震安全性の

評価及び確認 に当たっての基本的な

考え方並びに評価手法及び確認基準
につ い て 29

伊方原発訴訟最 最高裁 判所 平成4年10． 月29日 第 第11準 備書面

高裁判決 一小法廷判決 ・民集46巻7号11

74ペ ー ジ
31

原告 ら準備書面 原告 らの2015（ 平成27） 年7 第12準 備書面

（25） ．月15日 付 け準備 書 面 （25）

1

平成3年 溢水事 平成3年10月30日 に発 生 した福 第12準 備書面

故 島第一発電所1号 機補機冷却水系海
水配管からの海水漏洩

1

政府事故調査委 政府に設置された東京電力福島原子 第12準 備書面

員会 力発電所 における事故調査 ・検証委

員会 12

昭和52年 安全 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

設計審査指針 全設計審査指針 （昭和52年6月1

4日 原子力委員会決定） 21

平成2年 安全設 発電用軽水型原子炉施設に関する安 第12準 備書面

計審査指針 全設計審査指針 （平成2年8月30

日原子力安全委員会決定）
22

基準津波 設計基準対象施設に大きな影響を及 第12準 備書面

ぼすおそれがある津波
29

岡本教授 東京大学大学院工学系研究科岡本孝 第13準 備書面

司教授
8

山 口教授 東京大学大学院工学系研究科山口明 第13準 備書面

教授
11

津村博士 財団法人地震予知総合研究振興会地 第13準 備書面

震防災調査研究部副首席主任研究員
津村建四朗博士 12

筒井氏 筒井哲郎氏 第13準 備書面

13

佐竹氏 佐竹健治氏 第14準 備書面

1
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都司氏 都司嘉宣氏 第14準 備書面

1

深尾 ・神定論文 昭和55（1980） 年 に発表 され 第14準 備書面
た深尾良夫 ・神定健二 「日本海溝iの

内壁直下の低周波地震 ゾーン」 と題
す る論文 61

松澤教授 東北大学大学院理学研究科附属地 第14準 備書面

震 ・噴火予知研究観測セ ンター長を

務める同研究科の松澤暢教授 95

阿部 （199 1999年 に発表 された阿部氏の論 第14準 備書面

9） 文 「遡上高を用いたMtの 決定一歴
史津波への応用1 108

新規制基準 実用発電用原子炉及びその附属施設 第15準 備書面

の位置，構造及び設備 の基準に関す

る規則 8

推進本部 文部科学省地震調査研究推進本部 第18準 備書面

3

長期評価の見解 長期評価 の中で示 された 「明治三陸 第18準 備書面

地震 と同様の地震が三陸沖北部か ら

房総沖の海溝寄 りの領域 内の どこで

も発生す る可能性があるとす る見

解 」
3

本件津波 平成23年3月11日 に発 生 した本 第18準 備書面

件地震に伴 う津波
4

佐竹教授 東京大学地震研究所地震火山情報セ 第18準 備書面
ンター長佐竹健治教授

20

今村教授 東北大学災害科学国際研究所所長 ・ 第18準 備書面

同研究所災害 リスク研究部門津波工

学研究分野今村文彦教授
20

首藤名誉教授 東北大学首藤伸夫名誉教授 第18準 備書面

20

谷岡教授 北海道大学大学院理学研究院附属地 第18準 備書面

震火山研究観測セ ンター長谷 岡勇市

郎教授
20

笠原名誉教授 北海道大学笠原稔名誉教授 第18準 備書面

20

阿部博士 原子力規制庁技術参与阿部清治博士 第18準 備書面

20

青木氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官青木一哉氏
21

名倉氏 原子力規制庁原子力規制部安全規制 第18準 備書面

管理官付安全管理調査官名倉繁樹氏
21

一20一



酒井博士 一般財団法人電力中央研究所原子力
第18準 備書面

リス ク研究 セ ンター研 究 コー デ ィ

ネー ター酒井俊朗博士

21

4省 庁報告書 建設省，農水省，水産庁及び運輸省 第18準 備書面
が策定した 「太平洋沿岸部地震津波

防災計画手法調査報告書」

49

7省 庁手引 建設 省 ，農水 省 ，水産 庁 ，運輸省 ， 第18準 備書面
国土庁，気象庁及び消防庁が策定 し
た 「地域防災計画 にお ける津波対策

強化の手引き」

49

日本海溝 ・千島 中央防災会議 に設置 され た 「日本海 第18準 備書面
海溝調査会 溝 ・千島海溝周辺海溝型地震に関す

る専門調査会」

49

日本海溝 ・千島 日本海溝 ・千島海溝調査会による報 第18準 備書面
海溝報告書 告

49

推進地域 日本海溝 ・千島海溝周辺海溝型地震 第18準 備書面
防災対策推進地域

113

技術基準 発電用原子力設備に関する技術基準 第18準 備書面

133

平成20年 試算 被告東電が平成20年 に行 った明治 第18準 備書面
三陸地震の波源モデルを福島県沖に

置いてその影響を測るな どの試算
156

試算津波 平成20年 試算による想定津波 第18準 備書面

172

東通発電所 東京電力株式会社東通原子力発電所 第19準 備書面

2

総合基本施策 地震調査研究の推進 にっいて 第19準 備書面

6

川原氏 保安院原子力発電安全審査課元耐震 第19準 備書面
班長川原修司氏 15

高橋教授 関西大学社会安全学部教授高橋智幸 第20準 備書面
氏 14

津波PRA標 準 日本原子力学会 による規格 「原子力 第20準 備書面
発電所 に対する津波を起因 とした確
率論的 リスク評価 に関す る実施基

準 ：2011」 20

津波評価技術2 土木学会による 「原子力発電所の津 第20準 備書面
016 波評価技術2016」

23

重大事故等 重大事故 （炉規法43条 の3の6第 第20準 備書面
1項3号 ，実用炉規則4条 ）や重大

事故に至るおそれがある事故
26
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大竹名誉教授 東北大学名誉教授大竹政和氏 第21準 備書面
2

IAEA 国際原子力機関 第22準 備書面

1

IAEA事 務局 IAEAが 平成27年9月 に公表 し 第22準 備書面

長報告書 たIAEA福 島第一原子力発電所事

故事務局長報告書
1

IAEA技 術文 IAEA事 務局長報告書の附属文書 第22準 備書面

書2 で5巻 か ら成る技術文書の うちの第
2巻

1

バ ックチ ェ ック 新耐震指針に照らした既設発電用原 第23準 備書面
ノレー ノレ 子炉施設等の耐震安全性の評価及び

確認 に当たっての基本的な考え方並
びに評価手法及び確認基準について

（平成18年9月20日 原子 力安

全 ・保安院決定）

24

谷岡 ・佐竹論文 谷岡勇市郎，佐竹健治 「津波地震 は 第23準 備書面
どこで起 こるか 明治三陸津波か ら
100年 」・ （平 成8年 ）

36

電事連 電気事業連合会 第23準 備書面
77

NUPEC 財団法人原子力発電技術機構 第23準 備書面
77

東北電力 東北電力株式会社 第23準 備書面
79

深尾 ・神定論文 深尾 良夫 ・神定健二 「日本海溝の内 第24準 備書面
壁直下の低周波地震 ゾーン」

5

松澤 ・内田論文 松澤暢，内田直希 「地震観測か ら見 第24準 備書面
た東北地方太平洋下における津波地
震発生の可能性」 （平成15年 ）

7

西村氏 西村功氏 第24準 備書面
14

渡辺氏 渡辺敦雄i氏 第26準 備書面
3

渡辺意見書 渡辺敦雄氏作成の意見書 第26準 備書面
3

筒井氏 ら 筒井哲郎氏及び後藤政志氏 第26準 備書面
6

刑事事件 被告東電元役員 らを被告人とする刑 第27準 備書面
事事件

7

耐震 バ ックチ ェ 保安院が，原子力事業者等に対 し， 第27準 備書面

ック指示 福島第一原発 を含 む既設の発電用原
子炉施設 について，平成18年 耐震

設計審査指針に照らした耐震安全性
の評価 を実施 し，その結果 を報告す

ることを求めた指示
11
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耐 震 バ ックチ ェ 耐震バ ックチェック指示を受けて被 第27準 備書面

ッ ク 告東電ほかの原子力事業者が行 う評
価や同評価に係る規制側における審
査

11

土木調査グルー 被告東電原子力設備管理部新潟県中 第27準 備書面
プ 越沖地震対策センター土木 グループ

（土木調査 グループを始め とす る複
数 グループに改変 されたため，時点
を限 らず 表記 を統 一す る。 ）

13

酒井GM 土木調査 グループマネージャー酒井 第27準 備書面

博 士 （r酒 井 博 士」 と同義 ）
13

高尾氏 土木調査グループ課長高尾誠氏 第27準 備書面
13

金戸氏 土木調査グループ金戸俊道氏 第27準 備書面
13

東電設計
／

東電設計株式会社 第27準 備書面

13

茨城県波源モデ 「延宝房総沖地震津波の千葉県沿岸 第27準 備書面
ノレ ～福島県沿岸 での痕跡高調査」 にお

いて検討 された延宝房総沖地震に係
る波源モデル

14

日本原電 日本原子力発電株式会社 第27準 備書面
15

JAEA 日本原子力研究開発機構 第27準 備書面
16

東京高裁今村証 別訴 （東京高裁平成29年 （ネ）第 第27準 備書面

言 2620号 ）における今村教授 の証
き
口

20

津波担当部署 土木調査 グループのほか，被告東電 第27準 備書面
の土木技術 グループ，建築グルー

プ，機器 耐震技術グループ等の津波

評価及び津波対策担当部署
25

武藤副本部長 被告東電原子力 ・立地本部副本部長 第27準 備書面

武藤栄氏
25

吉田部長 被告東電原子力設備管理部長吉田昌 第27準 備書面

郎氏
25

山下セ ンター長 被告東電原子力設備管理部新潟県中 第27準 備書面

越沖地震対策センター長 山下和彦氏

25

東電津波対応方 耐震バ ックチェックに対する被告東 第27準 備書面

針 電の対応方針
28
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阿部氏 阿部勝征東京大学名誉教授 ・地震調 第27準 備書面

査研究セ ンター所長
29

岡村委員 合同WG委 員岡村行信氏 第27準 備書面
77

名古屋地裁判決 名 古屋地方裁判所平成25年 （ワ）第 第29準 備書面
2710号 令 和 元年8．月2日 判決

5

二段階審査 具体的審査基準に不合理な点がある 第29準 備書面

か否かを審査 し（第一段階の審査），

更 に同基準に適合す るとした判断の

過程に看過 し難い過誤，欠落がある
か否かを審査す る（第二段階の審査）

手法
7

10m盤i 0．P． 十10メ ー トノレ盤i 第30準 備書面

11

基準津波 供用中に当該設計基準対象施設に大 第30準 備書面

きな影響を及ぼすおそれがある津波
22

審査ガイ ド 基準津波及び耐津波設計方針に係る 第30準 備書面

審査ガイ ド
22

東京電力津波調 「福島第一原子力発電所及び福 島第 第30準 備書面

査報告書 二原子力発電所における平成23年

東北地方太平洋沖地震により発生 し
た津波の調査結果に係 る報告 （その
2） 」 25

4m盤 0．P． 十4メ ー トノレ盤 第30準 備書面

33

朝倉式 朝倉良介氏 らが 「護岸を越流 した津 第30準 備書面

波 による波力に関する実験的研究」
と題す る論文において公表 した評価
式 38

平成29年 福島 福島地方裁判所平成25年 （ワ）第3 第30準 備書面

地裁判決 8号 ほか 平成29年10月10日 判

決
79

柏崎刈羽発電所 被告東電柏崎刈羽原子力発電所 第30準 備書面
80

東海第二発電所 日本原電東海第二発電所 第30準 備書面
80

中部電力 中部電力株式会社 第30準 備書面

96
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筒井氏ら意見書 筒井氏 らの作成 にかかる平成28年 第31準 備書面

① 4月20日 付け意見書

9

35m盤 O．P． 十35メ ー トノレ盤i 第31準 備書面

9

電気室等の新設 35m盤 の高台に電源設備全てを格 第31準 備書面

納 した建屋 （電気室）に非常用ディー
ゼル発電機及び燃料タンクを新設す
る こと

9

最 終 ヒー トシ ン 最終 ヒー トシンク確保 のための対策 第31準 備書面
ク確保対策 として，冷却用海水ポ ンプの被水に

よる機能喪失を防 ぐための対策 を講
じる こ と

9

3つ の対策 電気室等の新設 と最終 ヒー トシンク 第31準 備書面

確保対策
9

付加的対策 へ 防潮堤の設置，可搬式過酷事故対策 第31準 備書面

設備の設置，建屋等の水密化，非常

用淡水注入システムの新設 といった

対策 9

筒井氏ら意見書 筒 井 氏 らの平成29年5月23日 付 第31準 備書面

② け意見書
10

筒井氏 ら意見書 平成30年6． 月5日 付 け意 見書 （2） 第31準 備書面

③
10

筒井氏 ら意見書 筒井氏ら意見書①ない し③ 第31準 備書面

10

島根発電所 中国電力株式会社島根原子力発電所 第31準 備書面

14

M／C 高圧電源盤 第31準 備書面

15

P／C パ ワー セ ンター 第31準 備書面

15

MCC モ ー タ ー コ ン トロー ル セ ン ター 第31準 備書面

15

既設 ケーブル 原子炉建屋等の建屋内の電源盤から 第31準 備書面

機器への既設 ケーブル
32

新設ケーブル 高台に新設する電気室等から原子炉 第31準 備書面

建屋 までのケーブル
32
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浜岡二重扉方式 浜岡発電所原子炉建屋大物搬入口に 第31準 備書面

対する津波防護対策において採用さ
れた強度強化扉及び水密扉による対
策

64

工認審査ガイ ド 耐津波設計に係 る工認審査ガイ ド 第31準 備書面

67

「地震地体構造の 「地震地体構造の同一性」が認められ 第32準 備書面

同一性」に係る検 るためには，①既往地震としてメカニズ

討事項① ムと発生領域 がある程度特定され，モ

デルが設定できる地震が存在すること
を前提に検討する事項

14

「地震地体構造の 「地震地体構造の同一性」が認められ 第32準 備書面

同一性 」に係 る検 るためには，当該地震を発生させたメ

討事項② カニズムを踏 まえ，プレートの固着状 況

や堆積物 （付加体）の状況等から当該
地震が発生した領域と同一性，近似性
が認められる領域を検討する事項

14

松山氏 松山昌史氏 第32準 備書面

33

4省 庁報告書等 4省 庁報告書及び7省 庁手引 第33準 備書面

8

設計上の想定津 設計基準 として想定すべき津波 第33準 備書面

波
9

電共研 電力共通研究 第33準 備書面

10

産総研 産業技術総合研究所 第33準 備書面

16

澤井氏 澤井祐紀氏 第33準 備書面

16
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